
 

介護保険指定施設             

介護保険指定事業所                    2026 年 4 月１日現在 

                                                   

地域密着型特別養護老人ホーム 栗生ハウス 

当施設（事業所）は介護保険の指定を受けています。 

（仙台市 指定 ０４７５１０３９８２） 

 

１．経営法人（事業者） 

（１）法人名         社会福祉法人 幸生会 

（２）法人所在地     宮城県仙台市青葉区栗生１丁目２５－１ 

（３）電話番号       ０２２－３９１－６６５８ 

（４）代表者氏名     理事長 金森 従雄 

（５）設立年月       １９９６年２月１日 

 

２．施設（事業所）の概要 

（１）施設（事業所）の種類      短期入所生活介護 ・２０１３年１月１５日指定 

予防短期入所生活介護 ・２０１３年１月１５日指定 

（２）施設（事業所）の名称    地域密着型特別養護老人ホーム 栗生ハウス 

（３）施設（事業所）の所在地  宮城県仙台市青葉区栗生１丁目２４－２ 

（４）電話番号           ０２２－３９１－０５７１ 

（５）管理者氏名         施設長    菅原 尚浩 

（６）開設年月           ２０１２年１０月１日 

（７）営業日及び営業時間 

営 業 日 年 中 無 休 

受付時間 ９：００～１８：００ 

（８）利用定員            １０名（他長期入所定員２９名 計３９名） 

（９）居室等の概要 

 居室・設備の種類 室数 備考 

 １階 伊達の街 １０室 長期入所ユニット 

１階 青葉の街 ９室 長期入所ユニット 

  ２階 イチョウ街 １０室 長期入所ユニット 

  ２階 ケヤキ街 １０室 短期入所ユニット 

合  計 ３９室  

食堂兼リビング ４室 〔主な設置機器〕 

テレビ、ソファー、テーブル 等 

浴  室 ２室 特殊浴槽（１階・２階の各階に設置） 

医 務 室 １室  

※上記は、厚生労働省が定める基準により、配置が義務づけられている施設・設備です。 

※長期居室空床利用可能施設。 

（１０）本体施設    特別養護老人ホーム泉クラシック （介護老人福祉施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．職員の配置状況 

１．指定介護老人福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

職  種 
配 置 職 員 数 

常勤換算 指定基準 
専従 非常勤 兼務 

１． 施設長（管理者）   １名 ０．２名 １名（兼務可 ） 

２． 副施設長 

（管理代行） 

  １名 １．０名 １名（常勤） 

３． 介護職員 １８名 ６名  ２１．７名 １０名 

４． 看護職員 ２名   ２．０名 １名以上（兼務可） 

５． 介護支援専門員   ２名  ２．０名 １名（兼務可） 

６． 生活相談員    ２名 ２．０名  

７． 医   師  １名  ０．１名 １名（非常勤可） 

８． 管理栄養士   １名 ０．２名 １名（兼務可） 

９．機能訓練指導員 １名   １．０名 長期１名 

１０． 事務員 １名   １．０名  

 

２．主な職種の勤務体制 

職  種 勤 務 体 制 

１．施設長（本体兼務） 

  副施設長（常勤兼務） 

    ８：３０～１７：３０ 

    ９：００～１８：００ 

２．医  師（非常勤） 週１回 ９：３０～１１：３０ 

    １４：３０～１６：３０ 

３．介護職員 

（長期：常勤：非常勤専従） 

（短期：常勤：非常勤兼務） 

 

日勤：７：３０～２２：００（早番・日勤・遅番） 

深夜：２１：４５～翌日７：４５    

夜勤：１７：００～翌日１０：００ 

    （１階フロア：１名 ２階フロア １名） 

    （２４時間体制で対応しています。） 

４．生活相談員（常勤兼務） 

  事務員  （常勤専従） 

  管理栄養士（本体兼務） 

 ※介護支援専門員（兼務） 

    

早番：８：３０～１７：３０ 

日勤：９：００～１８：００ 

 

５．看護職員 

  機能訓練指導員 

 

早番：８：００～１７：００   

   ８：３０～１７：３０ 

日勤：９：００～１８：００   

遅番：９：３０～１８：３０   

 

４．主な協力医療機関 

・ 貝山中央病院（嘱託医） 

・ 内科 佐藤病院   （内科） 

・ 広瀬病院      （内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科） 

・ 東北公済病院    （内科、外科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科） 

・ 鈴木歯科医院    （歯科） 

・ 仙台徳洲会病院   （内科、神経内科、眼科、皮膚科、泌尿器科） 

・ イムス明理会仙台総合病院（（内科、神経内科、眼科、皮膚科、脳神経科） 

 

 

 



 

５．当施設（事業所）の利用料金 

○短期入所生活介護の利用料金 

※契約者によっては、市町村の認定により自己負担額が減額される場合があります。 

 

個室をご利用時（1割） 

 １日あたりの基本利用料のみの額 

１．ご契約者の要介護度

とサービス利用料金  

要介護１ 

７，２７２円 

要介護２ 

７，９７４円 

要介護３ 

８，７４９円 

要介護４ 

９，４８２円 

要介護５ 
１０，１９５円 

２．サービス利用に係る

自己負担額（１割負担） 
７２８円 ７９８円 ８７５円 ９４９円 １，０２０円 

   

 （２割負担） 
１，４５５円 １，５９５円 １，７５０円 １，８９７円 ２，０３９円 

 

 （３割負担） 
２，１８２円 ２，３９３円 ２，６２５円 ２，８４５円 ３，０５９円 

 

○介護予防短期入所生活介護の利用料金 

※契約者によっては、市町村の認定により自己負担額が減額される場合があります。 

 

個室をご利用時（1 割） 

 １日あたりの基本利用料のみの額 

１．ご契約者の要介護度

とサービス利用料金 

要支援１ 

５，４６４円 

要支援２ 

６，７７６円 

２．サービス利用に係る

自己負担額（1割負担） 
５４７円 ６７８円 

 

 （2割負担） 
１，０９３円 １，３５６円 

 

 （3割負担） 
１，６４０円 ２，０３３円 

 

 

（２）加算料金（サービスの利用に応じてかかる加算額） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） ご利用単位数に１４．０％を乗じた額を加算します。 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 
介護福祉士を 60％以上配置している場合 

19円／円（1割負担）・37／円（2割負担）・56円／日（3割負担） 

若年性認知症入所者受入加算 

受け入れた若年性認知症入所者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心 

に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合 

124円/日（1割負担）248円/日（2割負担）372円/日（3割負担） 

緊急短期入所受入加算 
緊急利用者の受け入れし、サービス提供を行った場合 

93円/日（1割負担）186円/日（2割負担）279円/日（3割負担） 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ 
夜勤を行う介護職員等の数が、最低基準を１人以上上回っている場合 

19円／日（１割負担）・37円／日（２割負担）・56円／日（３割負担） 

送迎加算（通常送迎区域） 

心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる

ご利用者に対して送迎を行った場合       

片道 190円／回（1割負担）・片道 380円（2割負担）・片道 570円（3割

負担） 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

利用者の安全・介護サービスの質の向上・職員の負担軽減に資する方策を

検討する委員会の開催、見守り機器等のテクノロジーの導入、効果を示す

データの提供を行った場合 

11円／日（１割負担）・21円／日（２割負担）・31円／日（３割負担） 

 

 



 

○介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

※①居住費及び②食費については、申請し市町村より認定を受けた場合、利用者負担第１段階から第３段

階まで減額されます。ご利用の際、介護保険証とともに負担限度額認定証をご提示下さい。 

 

①居住費 

利用者負担第１段階 ８８０円／日 

利用者負担第２段階 ８８０円／日 

利用者負担第３段階①② １，３７０円／日 

利用者負担第４段階 ２，６００円／日 

②食 費 

 

利用者負担第１段階   ３００円／日 

利用者負担第２段階   ６００円／日 

利用者負担第３段階① １，０００円／日 

利用者負担第３段階② １，３００円／日 

利用者負担第４段階 １，４４５円／日 

③複写物の交付 コピー、用紙代等 １０円／枚 

④日常生活上

必要となる諸

費用 

 

日常生活品や嗜好品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契

約者に負担いただくことが適当であるもの 

例）医療費、医療用尿バック、インフルエンザ等予防接種代、栄養補助食品、ジュース、アルコール

類、水分補給用清涼飲料水等飲食物にかかる費用、売店の購入費用、タバコ代、理美容代、パジャマ、

肌着、普段着等の被服費、歯磨き粉、歯ブラシ、ティッシュ等の日常生活用品、入場料、外出時の食

事代、おこづかい（利用中及び外出時等） 

実 

費 

 

⑤電気料金 

居室へ持ち込みの小型冷蔵庫やテレビ等に係る

電気使用料 

※充電器で使用するもの（スマートフォン、タブ

レット、電気シェーバー等）は除きます。 

１台につき 

３０円／日 

⑥テレビ 

レンタル 

（電気料金含） 

居室に設置して個別に視聴できるものです。 １００円／日 

⑦通常区域外

の送迎サービ

ス 

仙台市以外の区域 片道 ５，５００円（税込み） 

⑧利用中の外

出等の送迎サ

ービス 

利用中の外出等の送迎を行うものです。 
２，２００円（税込み） 

※往復 1 時間以内 

※通常の送迎範囲：仙台市内全域 

※食費（１食の内訳）：朝食４５５円、昼食５００円、夕食４９０円になります。 


